
（ 法 人 ）

年 月 日

愛 知 県 知 事 　殿

申請者又は届出者

※参考　電気工事業の業務の適正化に関する法律第６条第１項

一　この法律、電気工事士法第３条第１項、第２項若しくは第３項又は電気用品安全法第２８条第１項

の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ

た日から２年を経過しないもの

二　第２８条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から２年を経過しないもの

三　登録電気工事業者であつて法人であるものが第２８条第１項の規定により登録を取り消された場合

において、その処分のあつた日前３０日以内にその登録電気工事業者の役員であつたものでその

処分のあつた日から２年を経過しないもの

四　第２８条第１項又は第２項の規定により事業の停止を命せられ、その停止の期間中に電気工事業

を廃止したものであつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの

五　法人であって、その役員の内に前四号の一に該当する者があるもの

（備考）　 　申請者が法人のとき記入すること。

〔添付書類〕

誓　　　　　約　　　　　書

XXXX XX XX

住　　　　　所

名　　　　　称

　当社及び当社の役員は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第

６条第１項第１号から第５号までに該当しない者であることを誓約いたしま

す。

代表者の氏名

□□市□□町□番地□□

株式会社□□電気

代表取締役　□□　□□

16

承継手続きの場合、
譲り受けた者です。


